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それくらい厳しい状況と捉えているのですが、では、

実際に儲かるために何をしなければいけないか、今

どこの銀行さんも取組まれている課題として問題視さ

れているのが、貸出を増やし金利を上げる、そのた

めには不動産向け融資に傾注する、その活動は正し

いのでしょうかということです。

もう一つ、役務収益を上げようとする。プッシュ型

で投資信託の販売を行ったり、有価証券で利益を出

すための売買を行う等、短期的な観点で利益を上げ

る対策を行なっているが、本業はどうなのかというと

ころが非常に問題視されております。場合によっては

信用コストである貸倒引当金の戻し入れにより利益を

出す。

このような状況で、金融庁としても持続的なビジネ

スモデルを本当に確立できるのかという点を課題とし

ております。下の図表は有価証券運用の実態です。

実際の本業ではなく、有価証券の運用である程度利

益を稼いでいらっしゃる。赤い点がどうなっているか

というと、その比率が高く金利リスクも内包している。

そういう状況でこれから先大丈夫なのか、という点

が当局のいちばん問題としているのではないでしょう

か。

2年前から、検査を実施している金融機関名を金

融庁のホームページで公表しなくなりました。これは

オンサイト・オフサイトのモニタリングの関係で公表

していませんが、今、関東近郊の地銀さんに入って

いるとお聞きしています。今後の態勢も含めて現在の

業務運営情況がどうなっているかを検証されていると

思いますし、個別のテーマで課題として取り上げてい

る項目に対する取り組み姿勢も検査されるはずです。

今年度以降重要になるのではないでしょうか。

ご紹介いただきました本田と申します。

本日は少し長時間になりますけれども、私のほうか

らお話をさせていただきたいと思っております。

11月 10日に、出ない、出ないと言われていまし

た金融行政方針もようやく公表されましたので、皆さ

ま方も、2週間たっていますから、中身はだいたいご

覧になっているかと思いますが、当初想定していたよ

りも中身は軟らかく、去年とあまり変わらないなという

感じで受け止められているのではないかと思います。

私も専門家ではありませんが、リーマン・ショック

後の「地域密着型金融の機能強化に関するアクション

プログラム」、その後に「地域密着型金融に関する監

督指針」と名前が変えられ、翌年「金融モニタリング

基本方針」という表現になり、去年から「金融行政方

針」に名称が変わっているのですが、時々の環境をと

らえながら、金融庁もいろいろと主要テーマを変えて

いるのかなとは思っております。

そういう観点から、過去のトレンドも考慮しながら、

今回示されている内容を踏まえ、皆さま方のこれから

の業務運営ではこういう観点から取組まれたら良いの

ではないかということで、まとめさせていただきます。

Slide 1　顧客向けサービス業務利益率から見える

問題点

今回、「地域金融機関としての生き残り戦略を考え

る」と、大々しいテーマにしていますが、このページ

は 10月に公表された金融レポートから抜粋していま

す。この中で金融庁がいちばん危惧しているのが、

顧客向けサービス業務利益率という考え方です。本

業から得られる利益がプラスかマイナスかということ

で、赤くなっている点がマイナスの金融機関で、地

域金融機関 106行が示されていると思います。青い

ところがプラスですけれども、半数以上が赤くなって

いるという点を当局が非常に問題視しております。去

年の金融レポートでは「今後 2、3年するとそういう

先が増えるだろう」ということで予測をしていたのです

が、その状況が日銀のマイナス金利の影響もあって

か更に早まっており、来年以降どうなるのかというと

ころが非常に危惧されています。

皆さま方は冊子になっている金融レポートをお読み

になっていますか。今年の表紙は黄色になっていた

と思いますけれども、去年はブルーです。何故、黄

色かといいますと、信号でいえば黄色信号かなという

状況を示していると、金融庁はとらえているようです。

ひょっとしたら来年は赤く、ピンクになるかもしれない。
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で、情報をどういう形で利活用したらいいでしょうか

という捉え方でまとめております。

以上、皆さま方の今後の業務運営で、重視される

であろうテーマにフォーカスしてお話をさせていただ

きたいと思います。

1.平成 29事務年度金融行政方針のポイント

Slide 3　平成 29事務年度 「金融行政方針」 目次

まず 1番目からお話をさせていただきたいと思い

ます。

「金融行政方針」ですが、ここに目次としてⅠからⅧ

まで書いてあります。これは去年の行政方針と項目的

にはほとんど変わっていません。

ポイントになるというか、今までの流れとちょっと違

うのは、Ⅱ番目の、「金融当局・金融行政運営の変革」

という点で、まずは自分たち＝金融庁が変わります、

と書かれています。組織も変えます。検査体制も変

えます。自分たちも変わりますので、皆さま方もやは

り改革してくださいと、そういう建て付けになってい

ます。そういう意味では、この考え方は「金融モニタ

リング基本方針」のころからも出ていたのですが、そ

の点をだいぶ色濃く出されていますので、検査のやり

方もこれから変わってくるかと思います。

とくに当局は「PDCAを回す」と言っているのです

が、2016年度の金融行政方針、それに対する取り

組み実績を金融レポートで公表して、金融レポートの

中で問題点はここですという点を今回の行政方針の中

で謳っています。これを踏まえて 1年間、皆さま方を

モニタリングし、やっているかやっていないかという

判断をする事でまた新しい課題が出てくる、という流

れになるかと思います。

では、どこがポイントになっているかというと、Ⅳ

番目、Ⅴ番目ですが、去年と項目、名前はほとんど

変わっていません。まず、「安定的な資産形成に資す

るために」ということになっています。その次に「金融

仲介機能の発揮」ということで、とくに地域金融機関

さまに対する考え方というのは、内容的には 3ページ

か 4ページぐらいになっていたと思います。その代わ

り、メガバンクさんに関する内容は 1ページしかなかっ

たと思います。ですから、当局がいちばん気にされて

いるのは、地域金融機関の収益性が落ちてきている。

それに対して具体的にどういう対策をとられて、地域

の営業エリアのお客さまに対してどのような金融仲介

機能を発揮する仕組みを考えているかという、そこを

Slide 2　Agenda … 本日の主要テーマ

今日は、今の話を前提にして 4つの観点から説明

させていただきます。

まず、「行政方針のポイント」をお話しさせていただ

きます。

その後、今回の行政方針の中では事業性評価とい

うキーワードは強調されず、金融仲介機能の強化とい

うことで纏められていますが、「事業性評価機能を加

味した」「担保保証に依存しない融資」とはどうやった

良いのかという点を、間接的に説明させていただき

たいと思っています。

とくに、皆さま方は来年 4月から信用保証制度が

変わることをご存じでしょうか。信用保証制度が変わっ

て何が起こるかといいますと、いちばん大きな影響が、

保証付き貸出とプロパー貸出の割合、これを相互負

担しましょうという事になっていますので、全て保証

協会融資の貸出先はこれから見直しが入るはずです。

もう一つ、保証協会の業務の中に事業再生支援が

加わります。経営改善支援も一緒にやりましょうとい

うことです。そうすると、今まで皆さま方は保証協会

の保証付き融資という前提でリスクを判断されていた

と思いますが、それができなくなる割合が高まるはず

です。そうすると、担保保証に依存しない融資はどう

したら良いのかという話は当然出てきます。かつ、経

営者保証に関するガイドラインの取扱いも注視されて

いますので、その点を考えたら、新しい融資方針をど

うやって皆さま方が体系化するのか、これからのテー

マとしては重要ではないかと思います。

次に、「顧客本位の営業体制」というキーワードが

出てきています。これは預り資産系の商品を販売す

るだけではなくて、基本的にはすべての業務に対して

適用してくださいというのが当局の考え方です。私が

当局の関係者の方とお話ししたのですが、皆さま方は

ホームページで、顧客本位の営業体制をつくりました

と、公表されていると思いますが、内容的にはあくま

でも預り資産系の話です。アパートローンは特にそう

ですが、本当に顧客のためになっているかどうかとい

う捉え方を注視しています。特に、カードローンやア

パートローンを問題視されていますから、それに対す

る考え方についても、一応私の考え方でまとめたもの

がありますので、そのお話をさせてもらいたいと思い

ます。

最後ですけれども、AI機能も含め、色々と新しい「情

報活用」に関するキーワードが出てきています。基本

的には、業務をいかにして効率化するかという観点

（→ p.8へ）
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もう少し考えてみますと、指摘はされていないので

すけれど、60歳以上の方の保有資産を見た時、だい

たい金融資産が 50％ぐらいで、不動産価値が 50％

位の割合を占めているはずです。そうすると、その高

齢者の持っている不動産をどうやって使ったら良いの

かという話が、当然出てきます。とくに地方にいらっ

しゃる方にとっては、高齢者の家を引き継ぐ方がいな

い。空き家が出てくる。ではその空き家対策をどうす

るのだと、地域創生でも色々な対策をやっているはず

です。そういう点を考えると、退職世代の持っている

資産をどうやって活用するのかという捉え方が重要に

なります。単に投資という観点だけでなく、持ってい

る資産をどうやって利活用するか、次世代へ引継ぐか

という観点から提案することもビジネスとしては出てく

るはずです。

いちばん下段に示していますけれども、「保有資産

の世代間移転も加味した資産形成プランを提供でき

るか？」。この部分をリテール戦略では重要視してい

く必要が出てくると思います。

そういう点を前提に、「銀行カードローン」とありま

すが、これは後の章立にてお話ししますけれども、業

界の中で自主規制みたいなものを出されています。

当局は多分それだけで解決するとは意識していない

はずです。どのような業務運営をしているかという点

をおそらく今年度の検査の中で調べるかと思いますけ

れど、その点の考え方は注意していただいたほうが

良いのかなと思います。

今日、私のほうからは、カードローンにおける取り

組みについて、皆さま方が業務運営上どうしたら良い

のか考えるポイントを説明させていただきたいと思っ

ています。

Slide 5　重点施策のポイント…② 【地域金融機

関】

次に、メガバンクさんの話は置いておいて、地域

金融機関さまを前提に、「金融仲介機能の十分な発揮

と健全な金融システムの確保」というキーワードから

考えますと、ポイントになるのは（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、

（オ）です。

（ア）で、先ほどの利益がマイナスになっている機

関がたぶん中心になると思うのですが、基本的には、

持続可能なビジネスモデルというものを経営層もしっ

かり考えて実践しているか、課題は何で、それに対し

てどう考え、どういう対策をとっているか、という点を

聞かれるはずです。

いちばん問題にされています。

Ⅵ番目の「IT技術の進展による金融業・市場の変

革への戦略的な対応」、これも、これから色々なビジ

ネスプランを考えていくうえでは非常に重要なテーマ

になるかと思います。

今日は、金融機関さまだけではなくて、金融機関

をお客さまにしている方もいらっしゃると思いますが、

その方々はたぶんこのⅥ番目のキーワードは結構重

要なポイントになるかと思います。その点も押さえて

いく必要があるかと思います。

もう一つ、「顧客の信頼・安心化の確保」という点

では、「ガバナンス」とか「コンプライアンス」というキー

ワードが最近非常に多くなってきまして、そういう意

味では、経営の方も含め、実際に経営に対してどう取

り組んでいるかというところをもう一度見直す必要が

あると思います。あと、新しい提携先がこれから増え

てきますので、その管理をどうするかというところも

あわせて検討していく必要が出てきています。

そういう意味で、四十数ページにわたる金融行政

方針ですが、中身を深く読んでいくと、皆さま方の業

務運営上、非常に重要なポイントが沢山指摘されて

いるのではないかと思います。

Slide 4　重点施策のポイント…① 【リテール分

野】

では、「リテール分野」という前提でお話をさせてい

ただきます。

基本的には「顧客本位の業務運営」と書いています

けれども、皆さま方が公表されている取り組み方針は

基本的には当局も見ています。検査では、取り組み

方針に書かれている内容どおり本当に業務活動してい

るかどうかという点は必ずチェックするはずです。逆

の観点からいいますと、「他の銀行さんもやっていた

から同じような観点で項目を選択しました」ですと、た

ぶん問題視されると思います。公表したとおりやって

いなければ、何故なんですか？と必ず指摘されるはず

ですから、その点は留意する必要があると思います。

2番目、3番目については、やはり社会保障問題

が影響しているのだろうということで、今後の資金に

ついては若い方も高齢者の方も自分で積み立て準備

して対応しましょうというのが、このテーマだと思いま

す。前はこういう個別のカテゴリーのテーマは出てい

なかったと思いますが、今回は、3番目に書いてあり

ますとおり、「退職世代等に対する金融サービスの在

り方の検討」となっています。

（→ p.10へ）


